
７ 東京都障害者計画 

  第３期東京都障害福祉計画 

16 障害者計画検討委員会 障害者地域自立支援協議会 

12 障害者基本法改正、障害者差別解消法の制定(平成25年)等をもとに東久留米市の地域特性を踏まえた計画の基本
的な考え方（※上記赤字は計画策定にあたっての留意点） 

１ 障害者基本法 

・障害者の自立と社会、経済、文化、その他あらゆる分野の

活動への参加の促進を規定し、「完全参加と平等」をめざ

す 

・障害を理由とする差別の禁止、都道府県、自治体における

障害者計画の策定の義務化 

東久留米市障害者計画（Ｈ27～Ｈ32）・障害福祉計画（第４期）策定にあたっての基本的な考え方・スキーム 

３ 障害者自立支援法 

・身体障害者福祉法、知的障害者福祉

法、精神保健福祉法、児童福祉法の

サービス給付に関する部分を一元化 

・施設・事業体系の再編 

・利用者負担の見直し 

・地域生活支援事業の創設  など 

２ 障害者基本法の一部を改正する法律
（H23.8.5公布） 
・障害者を福祉の対象から権利主体へと理念を転換 

・障害者の定義を見直し、施策の基本方針を障害者の性

別、年齢、障害の状態及び生活の実態に基づくことを

規定 

４ 障害者自立支援法の改正 

・障害保健福祉施策を見直す

までの間のつなぎ法案 

・利用者負担の見直し 

・障害者の範囲の見直し 

・相談支援の充実 

・障害児支援の強化 

・地域における自立した生活

のための支援の充実 

５ 障害者総合福祉法 

・障害のある人が、制度の谷間

にこぼれ落ちないように、必

要な支援を法的権利として総

合的に保障し、差異と多様性

が尊重され、誰もが排除され

ず、それぞれをありのままに

人として認め合う強制社会の

実現をめざす 

13 第４期障害福祉計画に係る
基本指針の主な内容 

８-２ 東久留米市障害福祉計画 
（平成24年度～平成26年度） 

10 「障害者計画」と「障害福祉計画」及び関連計画との関係 

９ 東久留米市基本計画・関連計画の示す方向性・計画体系 

○東久留米市総合計画 

○東久留米市地域福祉計画 

〇健康増進計画 

〇高齢者保健福祉計画 介護保険事業計画 

〇子ども・子育て支援事業計画 

 

など 

 

 障害者基本法改正、障害者差別解消法の制定(平成25年)等を

踏まえ、以下の３つの分野を新設 

・安全・安心 

 ⇒防災対策の推進、東日本大震災からの復興、防犯対策の推進、 

  消費者トラブルの防止及び被害からの救済 

・ 差別の解消及び権利擁護の推進 

 ⇒障害を理由とする差別の解消の推進、権利擁護の推進 

・ 行政サービス等における配慮 

 ⇒行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等、選挙等に 

  おける配慮等、司法手続等における配慮等、国家資格に関す 

  る配慮等 

６－１ 次期障害者基本計画における基本的施策 

・重度訪問介護の対象者の拡大 

⇒知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害

者で、常時介護を必要とするものを追加 

・共同生活介護の共同生活援助への一元化 

⇒新たにサテライト型住居の仕組みを創設 

・地域移行支援の対象者の拡大  

・障害程度区分から障害支援区分への見直し 

６－２ 障害者総合福祉法（平成26年４月施行分） 

８－１ 東久留米市地域福祉計画 
 （平成17年度～平成26年度） 

【障がい者施策の体系】 

〇ホームヘルプサービス事業の充実 

〇デイサービス事業等の充実 

〇ショートステイ事業の充実 

〇自立支援と日常生活援助の充実 

〇安全・防災対策の充実 

〇住宅確保への援助の充実 

11 第４期障害福祉計画に係る基本指針の全体像 

14 国・都道府県が新たに示す 
指標 

15 計画の作成プロセス 

第一の一 

基本理念 

 

 

① 障害者等の自己決

定・自己選 

択の尊重 

 

 

② 市町村を基本とす

る身近な実施主体、障

害種別によらない一元

的なサービスの実施 

 

 

③ 課題に対応した

サービス提供体制の

整備、 

地域における生活支

援拠点の整備 

 

第一 障害福祉サービス等
の提供体制の確保に
関する基本的事項 

障
害
者
計
画
（Ｈ
27
～
Ｈ
32
）・障
害
福
祉
計
画
（第
４
期
）に
係
る
基
本
指
針: 

主
な
ポ
イ
ン
ト  

１. 生活支援 

2. 保健・医療 

3. 教育，文化
芸術活動・ス
ポーツ等 

4. 雇用・就業，
経済的自立
の支援 

5. 生活環境 

6. 情報アクセ
シビリティ 

7. 安全・安心 

10. 国際協力 

サービス別の見込み
量を設定 

国
の
障
害
者
基
本
計
画
に
定
め
る
10
分
野 

 

障
が
い
種
別
に
よ
る 

 
 

 
 

制
度
の
谷
間 

・障害者の医療費公費負担制度の見直し 
・医療的ケアの担い手の確保 
・重度身体障害者、重症心身障害者の医療と地
域生活 

・難病等のある障害者の医療と地域生活 
・精神障害者の医療と地域生活 
・発達障害者の医療と地域生活 

児童福祉法 
・権利擁護 ・早期支援  
・療育 ・通所支援  
・障害児入所施設 
・身近な所での相談支援体制 
・個別支援計画 

・福祉と労働及び雇用にまわがる制度 
・雇用率制度及び差別禁止 
・多様な就業の場の確保 

【8/9総合福祉法の骨格提言】 

○成果目標 

①施設入所者の地域生活への移行
【継続】 

②入院中の精神障害者の地域生活へ
の移行【変更】 

③障害者の地域生活の支援【新規】 
④福祉施設から一般就労への移行【整
理・拡充】 

○PDCAサイクルの導入 

⇒「成果目標」「活動指標」の見直しと明

確化、各年度の中間評価、評価結果の公

表等 

○４つの成果目標の設定・拡充 

○障害児支援体制の整備と計画相談

の連携強化、研修、虐待防止等 

【基本理念】 

〇障害者の自己決定と自己選択の尊重 

〇市町村を基本とする仕組みへの統一と三障

害の制度の一元化 

〇地域生活移行や就労支援等の課題に対応し

たサービス基盤の整備 

8. 差別の解消
及び権利擁
護の推進 

9. 行政サービ
ス等における
配慮 

地
域
格
差 

第二 障害福祉サービス等
の提供体制の確保
に係る目標 
（成果目標） 

第三 障害福祉計画の作成に関する事項 

第一の二 

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ

の提供体制の確

保に関する基本

的考え方 
 
①訪問系サービス

の保障 

② 日中活動系サー

ビスの保障 
 
 

③地域生活への移

行の推進、 

地域における生活

支援拠点の整備 

 

④一般就労への移

行等の推進 

第一の四 

障害児支援の提

供体制の確保に

関する基本的考

え方 

第一の三 

相談支援の提供

体制確保に関す

る基本的考え方 

第三の一 

作成上の留意事

項 

・障害者等の参加 

・地域社会の理解

促進 

・総合的な取組 

・障害福祉計画作

成委員会等の開催 

・関係部局相互間

の連携 

・市町村・都道府県

の連携 

・障害者等のニーズ

等の把握・区域設

定（都道府県） 

・住民意見の反映 

・他計画との関係 

・定期的な調査、分

析、評価及び必要

な措置（ 頻回の活

動指標確認、各年

度の中間評価、評

価結果の公表） 

第三の二 

市町村障害福祉計画 
・障害福祉サービス等の提供体制

の確保に係る目標 

・障害福祉サービス等の種類ごと

の必要な量の見込み、確保方策、

圏域単位での見通し等 

・地域生活支援拠点の整備 

・地域生活支援事業 

・関係機関の連携 

 

第三の四 障害児支援のための計

画的な基盤整備（再掲） 

＜重視すべき事項＞ 

 

第三の三 

都道府県障害福祉計画 
・障害福祉サービス等の提供体制

の確保に係る目標 

・障害福祉サービス等の種類ごと

の必要な量の見込み、確保方策、

圏域単位での見通し等 

・地域生活支援拠点の整備、市町

村の支援等 

・障害者支援施設の必要入所定員

総数 

・質の向上方策（研修、第三者評

価、虐待防止） 

・地域生活支援事業 

・関係機関の連携 

第三の五その他 

・計画作成時期 

・計画期間等 

・計画の公表 

第二の三 障害者の地域生活の支援 

・地域生活支援拠点を市町村又は圏域ごと

に少なくとも１拠点整備 

第二の四福祉施設から一般就労への

移行 

・福祉施設利用者の一般就労移行者数増 

・就労移行支援事業利用者数増 

・就労移行支援事業所ごとの就労移行率上

昇 

第二の一施設入所者の地域生活への

移行 

・地域生活への移行者増 

・施設入所者減 

第二の二入院中の精神障害者の地域

生活へ 

移行 

・退院率上昇（入院３ヶ月時点、１年時点） 

・在院期間１年以上の者の退院者数増 

<活動指標>  

労働部局との連

携 

<活動指標> 

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ 

第三の四 

障害児支援の

ための計画的

な基盤整備 

< 活動指標>  

障害児支援・ 

障害児相談支援 

<活動指標>  

相談支援 

精神科病院か 

ら地域生活へ 

の移行促進 

（成果目標の 

変更） 

福祉施設から 

地域生活へ 

の移行促進 

（継続） 

福祉から一般 

就労への移 

行促進 

（整理・拡充） 

地域生活支 

援拠点等の 

整備（新規） 

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
導
入 

 
 

 

「成
果
目
標
」「活
動
指
標
の
見
直
し
と
明
確
化
、 

 
 

 
 

各
年
度
の
中
間
評
価
、
評
価
結
果
の
公
表 
等 

障
害
児
支
援
体
制
の
整
備 

 
 

 
 

 
 

 
（新
規
） 

計
画
相
談
の
連
携
強
化
、 

 
 

 
 

 

研
修
、
虐
待
防
止
等 

成果目標の設定 個別施策分野② 個別施策分野① 

【基本理念】 

 Ⅰ 障害者が地域で安心して暮らせ  
る社会の実現 

 Ⅱ 障害者が当たり前に働ける社会   
の実現 

 Ⅲ すべての都民が共に暮らす地域  
社会の実現 

【施策目標】 

 Ⅰ 地域における自立生活を支える仕組  

みづくり 

 Ⅱ 社会が生きる力を高める支援 

 Ⅲ 当たり前に働ける社会の実現 

 Ⅳ バリアフリー社会の実現 

 Ⅴ サービスを担う人材の養成・確保 

 


